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平成２９年度 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第９回）

議 事 録

件 名：平成２９年度普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第９回）

日 時：平成２９年９月２７日（水）１０：００～１１：３０

場 所：防衛省Ｄ棟７階会議室及び沖縄防衛局

委 員：中村委員長、池田委員、塩田委員、茅根委員、山崎委員、矢吹委員、仲田委員

議 事：１．開会

２．議事

①前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について

・前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針 ・・・資料１－１

・普天間飛行場代替施設建設事業に係る

環境監視等委員会運営要綱の改正について（案） ・・・資料１－２

②「環境省版海洋生物レッドリスト」等への対応について

・「環境省版海洋生物レッドリスト」等への対応について ・・・資料２

③その他

・傾斜堤護岸の施工について ・・・資料３－１

・ジュゴン監視・警戒監視システムによる調査の

実施状況について ・・・資料３－２

・幼サンゴの加入状況調査について ・・・資料３－３

・工事中における濁りの調査結果について ・・・資料３－４

・ウミガメ類の産卵状況について ・・・資料３－５

・ウミガメ類の産卵場創出の検討及び

海草類の生育範囲拡大の検討について ・・・資料３－６

・移植サンゴの生息状況調査について ・・・資料３－７

・サンゴ類及び海藻草類のライン・スポット調査について ・・・資料３－８

・沖縄県から照会のあったサンゴ類の移植について ・・・資料３－９

３．閉会

配布資料：資料１－１：前回委員会等における指導・助言とその対応方針

資料１－２：普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会運営要

綱の改正について（案）

資料２ ：「環境省版海洋生物レッドリスト」等への対応について
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資料３－１：傾斜堤護岸の施工について

資料３－２：ジュゴン監視・警戒監視システムによる調査の実施状況について

資料３－３：幼サンゴの加入状況調査について

資料３－４：工事中における濁りの調査結果について

資料３－５：ウミガメ類の産卵状況について

資料３－６：ウミガメ類の産卵場創出の検討及び海草類の生育範囲拡大の検討

について

資料３－７：移植サンゴの生息状況調査について

資料３－８：サンゴ類及び海藻草類のライン・スポット調査について

資料３－９：沖縄から照会のあったサンゴ類の移植について
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【開会】

事務局より開会を宣言。

【事業者挨拶】

遠藤沖縄防衛局次長より挨拶。

【議事①：前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について】

委員長：

まず、議事次第①の「前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について」事務局

よりご説明よろしくお願いいたします。

事務局：

ではまず、資料１－１をご覧ください。

平成28年度の「１事後調査報告書（案）等について」ご指摘を頂いた点につきましては、最終

的に提出予定の報告書に反映しております。また、平成26、27年度の報告書についても同様に反

映しているところです。

また、「２その他」のところの事項については、できるだけ工事の進捗に合わせて様々な指導

・助言を迅速に的確に頂けるように、原則としておおむね２か月に１回程度の頻度で定期的に委

員会を開催していくとともに、必要に応じてテレビ会議方式によって委員会会議を開催するほか、

要綱の改正により、例外的に委員への持ち回り方式による委員会運営を可能とすることにより、

臨機に対応できる体制を作っていきたいと思っております。

続いて、資料１－２をご覧ください。

ご説明した要綱の改正をしております。

まず、第３条です。これは前回にもご指摘があったのですが、沖縄防衛局長が委員を委嘱する

旨を第３条に明記しております。また、第６条第４項ですが、こちらに、工事の進捗に合わせて

迅速に対応できるよう、委員への持ち回り方式についての規定を追加しております。以上です。

委員長：

はい、ありがとうございました。ただいまのご説明に関して何かご意見等ございましたら、よ

ろしくお願いします。

特にございませんでしょうか。

では、資料１－１及び資料１－２の以上２件につきまして、特段の指導・助言はないというこ

とで確認をさせていただき、事務局へ提出することにしたいと思います、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

それでは当委員会としては特段の指導・助言はないということにさせていただきます。
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【議事②：「環境省版海洋生物レッドリスト」等への対応について】

委員長：

続きまして、議事の「②「環境省版海洋生物レッドリスト」等への対応について」、これも事

務局よりご説明をお願いいたします。

事務局：

では、資料２の２ページをご覧ください。

今般、環境省が策定した「環境省版海洋生物レッドリスト」に、新たにオキナワハマサンゴ等

の１５種のサンゴ類が掲載されました。

３ページをご覧ください。

これを受けまして、レッドリストサンゴの生息状況を調査することとし、埋立海域及び護岸工

事に伴う水の濁りの影響が2mg/L以上になると想定される範囲を網羅する海域において、調査を

実施することとしました。

４ページをご覧ください。

調査範囲を網羅するように３０ｍ×３０ｍの方形区を設定し、潜水士による目視観察を、水深

２０m以上の海域については、ＲＯＶ（遠隔操作無人探査機）による調査を、過去の底質調査の

結果等を踏まえて行います。

調査項目は（４）の記載のとおりです。

５ページをご覧ください。

資料記載のとおり、既に完了した辺野古側の調査の結果、現行の移植基準の対象ではありませ

んが、オキナワハマサンゴ１群体を確認しております。

６ページをご覧ください。

調査の経緯については、記載のとおり７月５日から２２日にかけて、オキナワハマサンゴ２群

体及びヒメサンゴ１２群体と思われるサンゴ類計１４群体を確認しました。その後、改めて確認

調査などを行ったところ、オキナワハマサンゴ２群体のうち１群体及びヒメサンゴ１２群体のう

ち７群体は死亡が確認されました。また、ヒメサンゴの残り５群体についても、近傍の礫だまり

に埋没したものと推察されます。

７ページをご覧ください。

今般確認されたオキナワハマサンゴについては、３０℃を超えるような夏季の高水温による影

響と考えられる白化現象が進んでいる状況であることから、早急に移植をする必要があると考え

ております。

８ページをご覧ください。

レッドリストサンゴについては、現行の移植基準に満たないものであっても、できる限り移植

するよう努める方針としております。なお、オキナワハマサンゴの特性は（２）に記載のとおり

で、一般的なサンゴ類と比較して固有の特異な特性は知見として確認されていないことから、

（３）に記載のとおり、一般のサンゴ類と同様の移植方法で対応する予定としております。

９ページをご覧ください。

移植先についても、一般的なサンゴ類と同様、サンゴ群生の種別生息状況等を確認の上、選定

することとしております。調査の結果、今回確認された１群体の移植先としては、同様のサンゴ
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類が生息し、かつ、移植元と環境が類似している「辺野古崎前面海域」に移植する計画とします。

１０ページをご覧ください。

移植元と移植先の比較をしており、内容は表に記載のとおりです。

１１ページをご覧ください。

移植先の具体的な位置を記載しております。

１２ページをご覧ください。

移植方法については、一般サンゴ類と同様、第４回委員会でご説明した「サンゴ類に関する環

境保全措置【サンゴ類の移植・移築計画】」にのっとり、ストレスを低減する方法を選定するこ

とを基本とします。

具体的には、１２ページから１３ページの①～④に記載のとおりです。

また、１３ページの（６）に記載のとおり、事後調査については、移植直後、概ね３か月毎と

します。

１４ページをご覧ください。

できるだけ早期に県知事の特別採捕許可を得て移植を実施したいと考えていますが、仮に移植

が遅れた場合には、オキナワハマサンゴ１群体が現在の場所に存在したまま護岸を施工すること

になるため、Ｋ－１護岸及びＮ－５護岸施工時の水の濁りの拡散及び流況のシミュレーションを

実施しております。

今回、工事に伴う濁りの拡散を抑えるため、図のとおり汚濁防止枠を２重化する等の措置を講

じることとしております。

同措置を講じることにより、シミュレーションの結果、オキナワハマサンゴが確認された地点

には2mg/Lの濁りに達しないことが確認されております。

さらに、工事中は本サンゴの生息環境が保全されることを確認するため、モニタリングを行う

こととしております。それを１４ページ、１５ページにその旨記載しております。

続いて１６ページをご覧ください。また、流況等の予測シミュレーションも行っております。

１６ページに書いてありますのは、Ｋ－１護岸及びＮ－５護岸の着手時です。

また、１７ページにつきましては、Ｋ－１護岸とＮ－５護岸の両護岸の完了時の結果を示して

おります。特に水温の変化については、本サンゴの位置ではほぼ変化はないと考えております。

１８ページでございます。以上のシミュレーション結果及び今後の護岸工事が秋期からの施工

となることを踏まえれば、海水温が沖縄の最暖期８月の平均水温２８．９２℃を確実に下回り、

サンゴの白化指標であります週積算水温が加算されないことなどから、当面の間、護岸工事の実

施による当該オキナワハマサンゴへの影響はなく、生息環境は維持されるものと認識しておりま

す。また、今後ですが、Ｋ－２護岸、Ｋ－３護岸、Ｋ－４護岸についても施工の進捗に応じ、前

述の水の濁りのシミュレーションや流況シミュレーションを同様に行い、委員の先生方に個別に

ご報告した上で、オキナワハマサンゴへの影響がなく、生息環境が維持されることを確認した上

で施工を進めていく考えです。さらに、工事の実施に当たりましては、１８ページの中ほどにあ

る①から④のポイントでモニタリングを行いオキナワハマサンゴの生息環境が維持されているこ

とを確認するとともに、当該サンゴの白化が進んでいることから、できる限り早期の移植ができ

るよう、特別採捕許可が速やかに得られるよう努めてまいります。以上がサンゴの関係です。
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続きまして１９ページ以降、底生動物についてご説明します。２０ページをご覧ください。２

０ページ及び２１ページに跨りますが、「環境省版海洋生物レッドリスト」には、底生動物であ

ります甲殻類、軟体動物、その他無脊椎動物を含む４４８種が、また、次のページになります「環

境省レッドリスト２０１７」では、海生動物関連で１，５５９種類が掲載されているところです。

さらに、２２ページをご覧ください。「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第３版 動

物編」（レッドデータブック）には、海生動物関連及び陸生動物関連について新たに掲載されて

いるところです。

続いて２３ページです。底生動物につきましては、第４回委員会において移動の考え方を整理

しており、移植対象種について、実際の採取作業において新規に確認された重要な種も含めるこ

ととすることが確認されています。そのため、レッドリスト及びレッドデータブックに新たに３

０種が今回掲載されましたが、これらの種については、これまでの移動対象であります１１８種

と同様の考え方のもと、移動先、移動手法を選定しております。

具体的には、次の２４ページにあります表１に移動先という欄がございますが、こちらにある

とおりです。なお、ここのＮｏ７にショウグンエビというのが記載されておりますが、これにつ

いては、移動先が安部地先海域となっております。これは、２５ページをご覧いただきますと、

２５ページの図３のところに安部地先海域が右のほうに記載がありますが、これは第４回委員会

では設定されていなかった移動先でございます。ただし、ショウグンエビについては、新しくレ

ッドリストに追加された種で、改変区域内以外では過去に安部地先海域のみで発見されていたこ

とから、これまでの移植対象種と同様の考え方に基づき、ショウグンエビの生態も考慮して、シ

ョウグンエビを移植する新たな移動先として追加しております。

続いて、２７ページからは陸生動物でございます。２８ページをご覧ください。「環境省レッ

ドリスト２０１７」には、海生動物関連と陸生動物関連でそれぞれ新たに掲載されております。

これにつきまして、２９ページは、「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第３版 動物

編」ですが、こちらについても、海生動物関連と陸生動物関連で掲載がされております。

続いて、次の３０ページからですが、陸生動物についても、第５回委員会において移動の考え

方を整理しておりますが、レッドリスト及びレッドデータブックに掲載され新たに指定された１

１種につきましては、これまでの移動対象であります２９種と同様の考え方のもと、移動先、移

動手法等を選定しています。具体的には、３１ページに書いてあるとおりでございます。なお、

３２ページ、３３ページにつきましては、第５回委員会での資料を掲載しております。以上です。

委員長：

はい、ありがとうございました。ただいま、事務局からご説明をいただきましたが、資料２は

大きく分けて前半部分のサンゴと後半部分の底生動物及び陸生動物に分かれると思います。

まず、前半のサンゴにつきましては、特に対象の海域で埋立が予定される場所、あるいは工事

によって濁りの影響が2mg/Lという目標値を上回りそうな場所、こういう場所を対象として調査

をされたと。その結果、オキナワハマサンゴ１群体が発見されたということです。このサンゴに
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つきましては、県とのやり取りがあって、特別採捕許可、これが下りれば、速やかに移植という

対応を考えているということなのですけれども、移植が遅れそうな場合、汚濁防止枠の設置によ

って、サンゴの生息環境は十分維持できるというシミュレーション結果が得られているというご

報告が得られております。また、当然ながら実際の施工の段階では、濁りのモニタリングを継続

していくということでございました。

ではまず、前半のサンゴの対応についてご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

委 員：

８ページで、今年の７月にオキナワハマサンゴ２群体、ヒメサンゴ１２群体と思われるサンゴ

１４群体を確認したが、その後、１３群体が死亡ないしは消失したということですが、これにつ

いて工事の影響の可能性はないのか、直接の工事はないと思いますが、陸域の工事は始まってい

るわけですから、道路等の工事の影響というのはないのでしょうか。

事務局：

サンゴに影響のあるような工事をやっているところではないので、その影響はないと考えてお

ります。

委 員：

サンゴに影響のある工事を直接していないから影響はないというのはわかりましたが、工事区

域の水域の水温等のモニタリングも適切に実施していく必要があります。本当に工事の影響はな

いのかというのは、同じ様な環境の別の海域でサンゴが同様に死んでいれば、工事の影響はない

のですけれども、この地先だけ、もしサンゴが死んでいれば、それは工事の影響も疑われる可能

性がありますから、そのあたり注意してください。そういう点では１８ページで、コントロール

ポイントとして、①実際の本群体のポイント、それから②工事海域のポイント、③工事海域から

十分離れたポイント、④移植先のポイントという形で、例えばこれで、③のポイントもサンゴが

死んでしまって、移植先でも死んでしまったら、全体の環境の悪化ということになりますね。た

だ一方で、工事の海域や移植先で死んでいるけれども、③では生き残っていれば、工事の影響あ

るいは移植の影響が考えられるわけですから、周辺海域との比較で行わないと、工事の影響はど

うかというのはわかりませんので、その点、今後の工事に際して十分注意してください。

それから、現在一部白化しているサンゴを移植するということですけれども、もう９月になっ

て水温が下がっていきますので、白化から回復している可能性が高いですが、白化したサンゴは

弱っていますので、それを移植する際には、十分注意してください。今後も水温が下がっていく

ことからサンゴの生息状況を確認しながら移植するようにしてください。
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委員長：

はい、ありがとうございました。

事務局：

今の点につきましては、委員からもご指摘ありました１８ページにありますように、今回、工

事箇所から十分離れたポイントも含めてモニタリングをやってまいります。また先ほど、ご指摘

ありました水温につきましても、このモニタリングについては、流速、流向、塩分濃度だけでは

なく、水温も含めて継続的にモニタリングをしてまいりたいと考えております。もう一つは、移

植に当たりましては、十分に注意した上で、慎重に移植作業をしていきたいと考えております。

委 員：

できれば、濁りも測ったほうがいいですね。

事務局：

濁りの測定地点については資料３－１の傾斜堤護岸のところで説明させていただきます。

委 員：

それから、十分離れた海域でも同じサンゴを指標として見ていきたいので、もし可能であれば

オキナワハマサンゴのいるポイントでモニタリングしていただきたいと思います。

事務局：

はい、わかりました。

委員長：

はい、よろしいでしょうか。

委 員：

すみません、ちょっと確認をしたいんですけど。

委員長：

はい、どうぞ。

委員：

濁りのシミュレーションなんですけど、この生産源は工事によるものだけで考えていらっしゃ

るんですか。周りからも何か生産源ありますよね。農地とか色々なところから出てくるかもしれ

ませんが、それについては特にシミュレーションとしては入っていないということでしょうか。
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事務局：

はい、今回のシミュレーション結果は、あくまでこの工事に伴う濁りのシミュレーションとい

う形で計算をしております。

先ほど、別の委員からもご発言がありましたが、この濁り自体につきましては、この周辺の海

域を含めて濁りのモニタリングはしっかりとやってまいりますので、それについて工事の影響か

どうかというところもしっかりと判断してまいりたいと考えております。

委 員：

はい、わかりました。

委 員：

ご説明ありがとうございました。サンゴの移植に関して、一つだけ質問します。サンゴの白化

に関して、例えば病気になるなどして、途中で白化するというケースも考えられます。それで移

植の場合に、健全な場所に新たに病気のサンゴを持ち込むという可能性が心配されるわけですけ

ども、今回のオキナワハマサンゴに関して、病気のチェックをされているのでしょうか。

事務局：

現時点では病気による特徴的な外見などは確認されておりません。

いずれにしろ、今回一つ残っているオキナワハマサンゴについては、移植前も含めてしっかり

と生息状況をモニタリングしながらやっていきたいと考えております。

委 員：

はい、ありがとうございます。

委員長：

はい、よろしいでしょうか。

専門の方々に十分なチェックをいただいた上で適切な方法で移植することをお願いしたいと思

います。

ほかに、このサンゴの対応については、いかがでしょうか。

それでは、さきほどいくつかのご意見がありました。水温のモニタリングをしっかりしなさい

と、それからレファレンスの場所等適切に比較対照としながら、工事の影響を確認しながら進め

ていただきたいというところ。移植につきましては、サンゴの生息状況を確認しながら実施しな

さいとの条件を頂きました。

では、そのような条件を当委員会からの指導・助言として事務局に提示したいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。
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はい、ありがとうございます。

委員長：

では、一応、前半のサンゴの部分は、以上とさせていただきまして、後半説明いただきました、

底生動物及び陸生動物について、何かご質問・ご意見ございませんでしょうか。

基本的には、従来の方針にのっとって進めます、という説明であったかと思いますけれども、

特にご意見ございませんでしょうか。

では、底生動物、陸生動物については、特段のご指導・助言はないということで、まとめさせ

ていただきたいと思います。

では、よろしくお願いいたします。

【議事③：その他】

（傾斜堤護岸の施工について）

委員長：

では、次の議題でございますけれども、資料３－１で、「傾斜堤護岸の施工について」という

資料がございますので、そちらのご説明よろしくお願いいたします。

事務局：

はい、では、資料３－１をご覧ください。

まず、１ページでございます。

石材につきましては、これまで陸上からダンプトラックで搬入をしてまいりましたが、今後、

公有水面埋立願書に添付された環境保全に関し講じる措置を記載した図書にも記載のとおりでご

ざいますが、その一部についてランプウェイ台船やガット船等により、海上からも搬入すること

を計画しております。

なお、陸上運搬の影響が最も大きい辺野古集落において、陸上からの搬入と比較すると、海上

から搬入することにより大気質等の環境負荷が軽減されます。

２ページをご覧ください。

環境影響評価項目は大気質、騒音、振動がありますが、道路交通の環境負荷についてダンプト

ラックの影響が一日当たりランプウェイ付台船１隻分に相当する約１９１台分減少するため、そ

の分軽減されます。船舶の運航に伴う辺野古集落への環境負荷は、距離が十分に離れているため

特段の影響はないと評価しております。

３ページ目をご覧ください。

海上搬入とした場合、船舶から発生する水中音が陸上から搬入する場合と比べると大きくなり

ますが、環境アセスに記載されているピーク時を超えることはなく、ジュゴンの生息域において

も評価基準値を下回ることを確認しています。また、ジュゴンやウミガメに対しては、表に記載

したとおり、作業船の航行に際して十分な配慮を徹底することとしています。
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石材搬入にかかる環境負荷については、辺野古集落の住民への影響が相当程度軽減されること

から、海上運搬も併用して対応することとしたいと考えております。

続いて、４ページをご覧ください。

次は、この傾斜堤護岸の被覆ブロックについてでございます。

被覆ブロックについては、施工の効率化や環境負荷の軽減等を図るため、「立体型」ではなく

「平型」を使用することを計画しています。

その結果、ブロックの製作個数が約４０％少なくなることから、大気質、騒音、振動について

１日当たりの環境負荷の軽減が可能となります。

その旨、４ページ、５ページに記載しています。

６ページをご覧ください。

先ほどもお話がでましたが、濁りの関係です。

濁りの影響の環境保全目標値については、従来と同様とし、工事の影響により目標値を超過し

たと考えられる場合は、作業を一時中断し、必要に応じ汚濁防止枠設置等の追加措置を検討した

上で、委員の皆様方にご説明し、指導・助言を得、かかる措置を講じた上で工事を再開したいと

考えています。

具体的には７ページをご覧ください。先ほど委員からもご指摘を頂いたところですが、今回確

認されましたレッドリストサンゴの確認位置も含めて、このような箇所で濁りのモニタリングを

行っていきたいと考えております。以上です。

委員長：

はい、ありがとうございました。ただ今の説明について何かご意見等ありますでしょうか。

委 員：

よろしいでしょうか。資料の２ページの２ポツ目の航路と集落が十分に離れていることから特

段の影響は生じないものとされていますが、そのことを十分に証明するための何か数字的なデー

タをとっておく必要はないでしょうか。

事務局：

実際には、ランプウェイ台船の海上運搬に伴う大気質・騒音・振動をシミュレーション上、計

算をしておりまして、その数字を踏まえて影響は生じないとしています。具体的には、場所的に

離れておりますので、シミュレーション上は影響がないということを確認しております。

委員：

了解しました。
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委員長：

ありがとうございました。ほかに何かありますでしょうか。

委 員：

４ページで、護岸について、傾斜堤護岸、ケーソン式護岸、二重鋼管矢板式護岸というのが示

されています。今回は護岸工事の設置の影響評価についての議論だと思うんですけど、生物が住

み込みやすい設計をしていただきたいと思います。可能であれば積極的にサンゴを植え付けてや

るとか、それが代償措置になるわけではないですけれども、できる限り積極的に対策をとってい

ただきたいと思います。

事務局：

今回、お示ししているのは被覆ブロックの型式です。実際には傾斜堤護岸の被覆ブロックの上

に消波ブロックを設置しますが、前回の委員会でも話させていただいたようにその消波ブロック

についてサンゴが着生しやすい消波ブロックを採用していきたいと考えております。そういった

意味では、委員がおっしゃるとおり事業者としても新たな環境の場を創出していくように努めて

まいりたいと考えております。

委員長：

ありがとうございました。今の護岸の問題につきましては、海上運搬に伴う大気質等の環境負

荷についてシミュレーションは行っており数字データ的なものはあるということでありました。

あともう一つ、十分に配慮はされているものと思いますが、引き続きブロック等につきまして生

物の定着を促すような工夫をしていただくと。これらの２点につきまして、当委員会の指摘事項

と整理させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

委員長：

はい、では、そのようにさせていただきます。

（ジュゴン監視・警戒監視システムによる調査の実施状況について）

（幼サンゴの加入状況調査について）

委員長：

それでは、引き続きまして資料３－２ジュゴン監視システム。資料３－３幼サンゴの人工着床

具の加入状況につきまして２つまとめてご説明いただけますでしょうか。

事務局：

まず資料３－２をご覧ください。１ページですが、この地域によるジュゴンの監視結果ですが、

表に記載のとおりでございまして嘉陽沖で個体Ａ、古宇利島沖で個体Ｂが確認されており、従来
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の行動範囲から特段外れたような行動は見られませんでした。

一方、２ページをご覧ください。前回の委員会でもご説明をさせていただきましたが２０地点

のうち埋立区域内２地点につきましては既に水中録音装置を設置しておりますが、残りの１８地

点につきましては沖縄県知事に対し、公共用財産使用許可申請を現在行っているところでありま

す。当局といたしましては、この協議が調うまでは、引き続き水中録音装置を船舶から海中に投

下する、このやり方をもって調査を行っていきたいと考えております。本件調査につきましては

４つの海域で同時に調査を行わなければならないところ、なかなか調査員の確保等難しい面もあ

りますが、今後ともできる限り長時間の調査が可能となるよう引き続き体制の確保に努めていく

所存でございます。なお、８月２８日でありますが、安田海域のＡ－５の地点においてジュゴン

の鳴き声と思われる音を確認しておりますが、この日は１ページにもありましたが、古宇利海域

において個体Ｂが確認されていることから、個体Ｂ以外の鳴き声であると考えられるところです。

また、資料３－３をご覧ください。前回の委員会でもご説明をさせていただきましたが、埋立

工事区域内の１４地点には、人工着床具の設置というのは完了しておりますが、同区域内の２４

地点の設置については、引き続き沖縄県と協議を行っているところでございます。今後とも設置

の必要性を丁寧に説明していき公共用財産の使用許可が得られるように、鋭意努力してまいりま

すが、協議が調うまでの間は、引き続き、現在の１４地点のみで調査を継続していく予定として

おります。

なお、この１４地点について８月下旬に観察を行った結果では着生は確認されておりません。

なお、先ほど資料３－２で説明しましたジュゴンの音響装置、また資料３－３の人工着床具につ

きましては、海底に設置しても特段の環境負荷は発生しないと考えておりまして、県との協議を

早急に進めていく所存です。以上です。

委員長：

はい。ありがとうございました。ただ今の説明ありました資料３－２、資料３－３について何

かご意見等ありますでしょうか。

委 員：

資料３－２ですけど、今年は個体Ａと個体Ｂが確認されており、個体Ｃが２０１５年から見ら

れなくなってきて問題になっています。２ページを見ますと、個体Ｂ以外の鳴き声があったとい

うことですが、これは個体Ａなんですか。それとも個体Ｃの可能性があるということなんですか。

事務局：

これについては個体Ａであるか個体Ｃであるかの確認は残念ながらできておりません。ただ、

同日に個体Ｂが古宇利島沖において確認されていることから個体Ｂではないというところまでは

確認できております。
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委 員：

個体Ａの生息範囲が嘉陽周辺に限られていることを考えると、個体Ｃの可能性もあるというこ

とでよろしいでしょうか。

事務局：

個体Ｃである可能性は、個体Ａの可能性も含めて否定はしておりませんが、まだ具体的に何か

というところまでは確認できてないものでございます。

委 員：

Ａ、Ｂ、Ｃの鳴き音についての個体識別はできていないのですか。

事務局：

はい。

委員：

ジュゴンについては、個体Ｃが見られなくなったのは工事の影響ではないかとの報道もありま

すが、個体Ｃが見られなくなったことについて、どのような見解を持っているか、聞かせていた

だきたい。

事務局：

これについては、ご専門の先生方にも事前にヒアリングをしております。その先生方のご意見

としては、個体Ｃが死んでいるのかどうかというところは、まだ、現時点では、わかっていない

と。ただ、成人して親離れして、離れていってしまったのではないかというご見解を頂いたとこ

ろです。

委 員：

それから、だいぶ丁寧にヘリコプターとセスナで追跡していますけれども、こういった追跡が、

ジュゴンにストレスを与えてしまう可能性はないでしょうか。

事務局：

これについても、ご専門の先生方に見解を確認したところ、海外でもこういった同様の航空調

査というのをやった実績というのはあるそうです。

ただ、実際に航空調査によって、ジュゴン自体がその影響で、例えば泳ぎ方を変えたりとか、

何か変わった行動をとったということは見られなかったということですので、航空調査による特

段の影響はないのではないかというご見解をいただいています。

なお、私どものやっている調査については、実際の追跡時では、上空６００ｍ位、写真を撮影

する時でも１５０ｍ位離れているということもありますので問題はないと事業者としても認識し

ております。
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委 員：

委員長、資料をここで紹介してもいいですか。

委員長：

どうぞ。

委 員：

一番最後に、私の資料をつけてあります。特に２００７年以降、沖縄防衛局が毎月個体Ａ、Ｂ、

Ｃの確認調査をされているところですが、それ以前にも環境省の調査、それから、防衛施設庁の

調査、それから、その前はジュゴンネットワークの調査、更に遡りますと、１８９４年から１９

４０年まで漁獲統計があって、名護市の博物館の紀要にでています。

ジュゴンの個体数の変化を、現在、３頭ないし２頭だけを追っていますが、琉球列島全域、少

なくとも沖縄本島全域でジュゴンの個体群がどのように変遷してきたのか、それがどうして減少

していったのかということを、長期的、広域的に明らかにした上で、現在の３頭ないし２頭を位

置付けておかないと工事との関連があいまいになってしまいます。

２頭というのはもう個体群としては、維持不可能な個体群なわけです。工事が、その個体群の

維持を更に延ばす、生存を延ばすわけではないですけれども、少なくともそういった長期的、広

域的な視点からきちんとまとめておくべきだというふうに思い、この表を作成いたしました。

これをみますと１９９９年には最低６頭いたものが、５頭になり、３頭になりという変遷が見

てとれ、これは工事の影響外ですね。それも中部にいたものが北部にだんだん偏って、今は北部

にしか見られないといったような変遷が見られます。

こうした点について、防衛局の資料や、あるいは環境省やジュゴンネットワーク等の公開資料

も基に委員の関係者、あるいは委員外の方にも加わっていただいて学会で科学的な知見から公表

することを検討しています。防衛局としてもこの２頭だけに着目するんじゃなくて過去のジュゴ

ンの変遷や、あるいはジュゴンの生息場、サンゴ礁や藻場の変遷について基礎的なデータとして

まとめていただきたいと思います。

委員長：

はい、ありがとうございました。

今の点はご要望ということでよろしいですよね。はい、ありがとうございました。

歴史的、あるいは広域的な視点を踏まえた上で、今の状況を整理し、また、ハビタットとして

の変遷も併せて整理をしておくというご指摘でございました。ありがとうございます。ほかにい

かがでしょうか。

委 員：

ちょっとよろしいですか。あの幼サンゴの加入状況の調査ですが、これ人工着床具で設置して、

そこで確認をしようとされていると思うのですが、密度的に、このぐらいのもので十分に確認で

きるのかどうか。

かなり広いところでポツポツと置いてありますから、加入してくる幼生が非常に少ないと、な
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かなかそこにピンポイントで着床するのは難しいのではないかと思うのですが、そのあたりはど

うなのですか。

事務局：

この３８という着床具の設置箇所数を決めるに当たりましては、大浦湾全体のエリアを、全体

としてどういうふうに確認していくかというところを考えたときに、ある程度、全域を確認でき

るようなところというようなことで、このような配置としたところです。現時点において、今回

の調査では十分に着床を確認できていませんが、引き続き幼群体の加入状況を見ていきたいと思

っております。

委員長：

はい、よろしいでしょうか。

委 員：

主に産卵はこの場所で産卵したものがやっぱり来るのでしょうか。外から来るということはな

いのでしょうか。

事務局：

あまり遠くから流れてくるというよりは、大浦湾ならば大浦湾の中でというふうに、ある程度

考えております。

委 員：

産卵はかなり確認されているのですか。

事務局：

産卵自体は、大浦湾において概ね５月から７月位が産卵の特に多いシーズンと聞いております

けれども、そういった時期に沖縄でいろんなところで産卵をしているということは聞いておりま

す。

委 員：

そうですか。わかりました。

事務局：

ジュゴンと幼サンゴの関係で、ご意見があったら伺いたいことがあります。水中録音装置も、

幼サンゴの加入状況調査の調査器具も、海底面に設置をします。かたや、海底面に設置をするこ

とが環境に非常に影響があるんじゃないかというご意見もあり、普通に考えると海底面にそんな

大きなものでもない非常に限定的なものを調査のために置くということなので、到底海域の環境

に大きな影響があるとは思えないのですが、その辺、これまで色んな海域の関係の調査をやった

ご経験とかあると思いますので、その辺環境へのインパクトという関係で、どうなのかというこ

とをコメントいただければ幸いです。
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委員長：

はい、ただいま事務局からご質問がありましたけれども、特に海底に色々なものを設置すると

いうところの負荷があるのかないのか、どう考えるのかということでございますけれども、これ

まで様々な調査を色々な立場からされていた先生方から何かご助言ございませんでしょうか。

委 員：

この人工着床具は、石西礁湖でも、結構おやりになったと思うのですが、やっている方からも

何か影響を受けたという話を私は聞いたことがありません。実際設置された方から話を聞いてみ

たらどうでしょうか。設置して観測をずいぶん長い間されていたと思いますので。

委 員：

私も調査等で様々な測器を設置しますが、設置に当たっては海上保安庁の許可を得る。ただ、

それについては、船舶の航行に影響を与えるという視点からですので、環境影響という点ではな

い。ただ、設置の際には生きたサンゴの上に置くとか、あるいは生きている生物の上に置くこと

のないように十分気を付けて設置するようにする。岩盤や砂地に置くと、そういうことが必要か

と思います。

委員長：

はい、よろしいでしょうか。はい、それではいまご質問いただきました特に海底に設置すると

ころの影響という面で、特に石西礁湖等の事例があるということでは、そこを十分把握していた

だくというのが、説得力のある答えになりそうだという気がしますので、そちらはそちらでヒア

リングをお願いしたいと思います。

ジュゴンとサンゴの加入、ほかによろしいでしょうか。

委 員：

サンゴの方ですが、着床状況の調査という基礎的なデータ収集ということですが、もし着床が

認められた場合には、それから許可が得られた場合には、それを植え付けることも考えているの

でしょうか。

事務局：

将来的には、移植先等々も含めて検討はしていきたいと思っておりますが、現時点では、まず

は基礎的な調査というところでございます。今後、調査をしつつ、その結果を踏まえた対応につ

いては色々ご相談をさせていただきたいと思っております。
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委 員：

この着床具は自然に流れ着いた幼生をコマに付けて植え付ける方法です。一方でより積極的に

有性生殖を活用して、水槽でサンゴの子供を育てて、幼サンゴを植えるというような、そういう

技術が水産庁でかなり確立しておりますので、そういった技術も是非検討して提案していただき、

もし可能であれば適用していただきたいと思います。

事務局：

引き続き検討してまいりたいと思います。

委員長：

はい、よろしいでしょうか。それでは特にジュゴン、サンゴ、ほかのご意見はございませんで

しょうか。

そうしましたら、いくつかの基礎的な今の状況、特にジュゴンの状況について専門家の先生方

の見解もご披露いただきました。それも踏まえて、今後、引き続き調査をしていただく上で、い

くつかの可能性がありますので、十分綿密な調査を引き続きしていただきたいということをお願

いしたいと思います。

それからもう一つ、委員から追加の資料を使ってご要望もありました。現状の２頭、あるいは

今の状況だけではなくて、もう少し歴史的あるいは広域的なデータも踏まえた上で、現状を分析

して今後の対応を必要に応じて考えていくという、そういう視点が重要であるという指摘があり

ました。

幼サンゴにつきましても、こういった分布調査が、密度的に十分であるかというご質問であっ

たり、あるいは着床具は受動的に集めるようなものだけれども、より積極的な対応ができないか

というご質問がありました。これは引き続き適切にご判断いただいて、調査に反映していただけ

ればと思いました。以上の点を委員会としての助言としたいと思いますけれど、よろしいでしょ

うか。

はい、ありがとうございました。それではそのようにさせていただきたいと思います。特に海

底に設置した状況につきましても、石西礁湖等の情報を集めるということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。

事務局：

我々としましても引き続き、県などと必要な許可の申請手続を進めつつ、そういった器具を設

置しても特段の環境負荷が増えることはないと考えておりますが、委員からのご意見もありまし

たが、設置の際にサンゴのいないところに置いたりというような、そういったところも十分に配

慮しながらやっていく考えです。
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委員長：

はい、ありがとうございました。それでは次の議事に移りたいと思います。

（工事中における濁りの調査結果について）

（ウミガメ類の産卵状況について）

（ウミガメ類の産卵創出の検討及び海草類の生育範囲拡大の検討について）

（移植サンゴの生息状況調査について）

委員長：

続きまして、資料３－４の工事中における水の濁りの調査結果、それからウミガメの産卵状況、

ウミガメ類の産卵場創出の検討等、さらには移植サンゴの生息状況調査、資料３－４から資料３

－７まで４件、合わせてご説明いただきたいと思います。

事務局：

では、順番にご説明いたします。まず資料３－４をご覧ください。

１ページをご覧ください。これにつきましては、Ｋ－９護岸と言っているところでございます

が、これについて平成２９年４月２５日から８月１０日まで工事をしていたところでございます

が、約１００メートルの整備がなされたところでございます。その間、工事箇所の直近ですとか、

サンゴ類の分布域近隣などにおいて、海上工事の実施日に毎日、水の濁りを観測したところでご

ざいます。結果の詳細については、２ページ以降に、参考資料として掲載しているところでござ

いますけれども、降雨の影響と考えられること以外にも、濁りの基準値を超過した箇所がござい

ました。ただ、この濁りの発生原因等については、潮流ですとか波浪、流入濁水等、様々あると

考えられますが、濁りが基準値を超過した場合でも、工事箇所の周囲の測定点のＳＳ値は低いと

いうことからも、工事の影響によるものではないと考えているところです。

なお、この図のＣ－１というポイントでございますけれども、これにつきましては、参考資料

の５ページのところに注意書きの４というのがあります。ちょっと文字が小さいので恐縮ですけ

れども、当該箇所は、大浦湾の奥部に位置しており、海底に浮泥の堆積が著しい地点であること、

また６ページ以下にありますように基準値の超過というのが、主に水深１５メートルより深いと

ころで発生しており、それ以浅ではほとんど見られないことなどから、これらの濁りは工事によ

るものではなく、潮流等の要因による底泥の巻き上げ等によるものと考えているところです。以

上です。

続きまして資料３－５をご覧ください。資料３－５、「ウミガメ類の産卵状況について」とい

う資料です。

１ページです。今年の５月から７月までの期間において、ウミガメ類の産卵巣らしきものを確

認したところです。そのうち、資料に記載のあるとおりですが、６地点のうちの４地点について、

孵化が確認されております。残りの２か所につきましては、前回の委員会におきましてご説明し

たとおりですが、周囲をフェンスで囲んで保護するとともに、稚ガメの降海経路を整備するなど
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の対策というのも講じております。その上で、これについては直近の工事に干渉しない地点であ

ることから、当面の間、フェンス等は残置しておくこととし、工事を実施する際に当たってはそ

の旨をこういった部外の専門家の方に報告をした上で、履行することとしております。以上です。

続いて、資料３－６をご覧ください。これは、「ウミガメ類の産卵場の創出の検討及び海草類

の生育範囲拡大の検討について」ということで、今後検討していきたい内容ということで、頭出

しをさせていただいたものです。

まず１ページです。環境影響評価書におきまして、事業実施区域内の海岸が消失すると予測さ

れ、ウミガメ類の上陸・産卵にとって良好な環境条件を整え、利用しやすい場を創出する検討を

行う旨を記載しているところです。今後、当局といたしましては基本方針を踏まえて、ウミガメ

類の上陸に適した砂浜の基本構造の検討を行っていきたいと考えております。

続いて２ページをご覧ください。同じく環境影響評価書において、代替施設の存在に伴い、消

失する海草藻場に関する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や、代替

施設の設置により形成させる静穏域を主に対象とし、専門家等の指導・助言を得て、海草類の移

植や生育基盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等や、その事後調査を行うことについて検

討し、可能な限り実施する旨が記載されているところです。これについても当局としては、基本

方針に記載の内容というのを検討しているところでして、これらの検討結果を踏まえて、事業実

施区域周辺に適した方法の検討を行っていきたいと考えております。

なお、これらの具体的検討結果については、次回以降になりますが、今後報告し、指導・助言

をいただいてまいりたいと考えています。

続いて、資料３－７をご覧ください。移植したサンゴ類の生息状況等に係る調査については、

過去の第５回委員会において提示したところでございます。

その観察頻度の指導・助言をいただいたところですけれども、今般、資料２でご説明しました、

レッドリストサンゴの移植などの取組も行っていくことにも鑑みまして、当面の間は移植後概ね

３か月ごとを基本とする計画を改めてここでご提案したいと思います。

委員長：

はい、ありがとうございます。

４つの資料でございまして、内容も少し多岐にわたるのですけれども、どちらからでも結構で

ございますので、何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。

委 員：

はい、濁りについて、お話をさせていただきます。

この参考資料を見て、おそらく河口に近いので、大雨が降った時に河口から出てきている分で

すね、これは主に６月１４日をみると感じるのですが、ここでは、表層に近い方が濃度が高くな

っていますね。ですから、この時はすごく雨が降っているので、陸域からの影響で濃度が高くな

っているのではないかと思います。それ以外のところは、だいたい、底層が高いですね。これは



- 21 -

おそらく、潮流、流れの影響で巻き上げられたんじゃないかと思います。ここのＳＰＳＳの値は

測っていますか。底質の中にどのくらい細かい分が入っているのかが分かれば、この現象がある

程度把握できるのではないかと思いますが、そのあたりどうでしょう。

事務局：

はい、近傍のところも含めＳＰＳＳの値も別途計測しております。

委 員：

ここはほかのところに比べると、非常に高いのですか。

事務局：

Ｃ１の近傍のところでＳＰＳＳ値が高かったという状況となっております。

委 員：

そうすると流速が速い時も巻き上げると、底層に近いところは濃度が高いということで、だい

たい理解できる気がしますね。大雨の影響とそれから潮流の影響を両方受けているということで

しょうね。

事務局：

はい。

委員長：

はい、よろしいでしょうか。

時々、表層に高い値が出ていると、これは降雨の影響であるということだと思います。底層の

濁度については巻き上げによるものということで、合理的に説明できそうです。

委 員：

説明できそうですね。ここは海底は低くなっているのですか。溜まりやすいところですか。

事務局：

はい、ちょっと低い感じと。

委 員：

河口の先ですしね、溜まりやすい場所ではあると思いますけど。
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委員長：

１ページに地図があり等深線が入っていまして、ちょうど深い部分が少し陸側に入り込もうと

している場所です。河口付近ということもありますので、表層の水は沖側に出て、逆に底層の水

は少し内側に陸側に向かう流れができやすい。底層の濁度が高いのは、等深線のどんづまりのと

ころで堆積しやすい環境なのかなという気がします。

委 員：

Ｒ１のデータもありますね。雨の時にＲ１ですごく高くなると思うのですが。そのあたりは、

確認できますか。

事務局：

はい、３ページ以降にＲ１からＲ４のデータを掲載させていただいております。今、ご指摘が

ありました、６月１４日の値ですが、４ページの６月１４日の午後の値を見ていただきますと４

５．９とか５９．６とかかなり高い値がでておりますので、今、委員からご指摘いただいたよう

な影響というのはあるのではないかと思われます。

委 員：

備考に書いてありますね。わかりました。結構です。

委員長：

はい、ご確認いただきました。ありがとうございます。ほかの資料も含めていかがでしょうか。

委 員：

資料３－６、ウミガメの産卵場所の創出で、２ページで、工事区域の周辺、辺野古海域が緑で

囲まれていますけれども、この対岸の嘉陽は、ウミガメも来ていますし、ジュゴンの餌場として

非常に重要な海域ですので、もし可能であれば地元と調整して、こちらには美ら島財団の自然教

室もありますので、可能であればそういったところとも連携して嘉陽の海草藻場を拡大するよう

なことを検討いただきたい。

それから、資料３－７の移植サンゴの生息状況調査の頻度を上げるということですけれども、

これはいいことだと思います。むしろ委員の方から申し上げなかったのがよくなかったのかなと

反省しています。

特に台風ですとか、夏の高水温といったイベントで移植したサンゴが死んでしまう可能性もあ

りますので、そういうイベントの際には、３か月にこだわらずに、モニタリングしてみることも

必要と考えます。
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委員長：

はい、ただいまの点は、ご助言ということでよろしいですね。ありがとうございました。

ほかには特にございませんでしょうか。そうしますと、今のご説明に対して、まず、最初に濁

りの状況について、表層については降雨、底層については巻き上げということで、その場所の地

形的な特徴もあわせてきちんと説明できそうだなということが確認されました。それから資料３

－６と資料３－７でご質問があったかと思いますが、資料３－６、これから検討に入りますとい

う、頭出しのご説明でしたけれども、併せて嘉陽地区との連携を考えていただきたいとのご助言

がありました。

また資料３－７については、移植後のモニタリングも重要ですので、場合によっては、時期的

な間隔もフレキシブルに考えつつ、モニタリングをしていただきたいというご指導だったと思い

ます。

以上の点を、本委員会のご指導・助言としてまとめてよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございました。

（サンゴ類及び海藻草類のライン・スポット調査について）

委員長：

次に移りたいと思いますが、資料３－８「サンゴ類及び海藻草類のライン・スポット調査につ

いて」、ご説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。

事務局：

資料３－８をご覧ください。

サンゴ類及び海藻草類につきましては、工事期間中、生息・生育状況等にかかる事後調査とし

て、サンゴ類については、１１０地点、６４測線で、海藻草類については、１０２地点、６４測

線で夏季及び冬季の年２回、潜水目視観察を行うこととなっております。

しかしながら、調査区域の一部が辺野古漁港及び汀間漁港の区域内に位置しているため、水面

の一部占用について、漁港管理者である名護市との協議を今、進めているところです。当局とい

たしましては、速やかに同意を得られるよう鋭意努力することとしておりますが、サンゴ類及び

海藻草類の生息・生育状況が調査できなくなることを回避し、着実に履行する必要があると考え

ております。このため、代替措置として考えうる最善の方策として、このマンタ方式またはＲＯ

Ｖ方式で調査を行うこととしているところです。

以上でございます。

委員長：

はい、ご説明ありがとうございました。

今、事務局からご説明いただきました資料について、何かご意見があればお願いしたいと思い

ますが、特に市との協議によって、少し不透明なところがありますが、もし協議の結果、難しい
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場合には、ここで提案いただいたマンタ方式あるいはＲＯＶ方式というものを使いたいとのご説

明、ご提案でございました。これにつきまして、何かご意見ありますでしょうか。

委 員：

すみません、これ確認なのですが、ラインを張れないからということでしょうか。

事務局：

そうです。

委 員：

わかりました。

委員長：

ラインをきちんと張った調査が最善の方法であろうと思いますが、それが協議の結果によって

は難しいかもしれないということで、代替案をご提示いただいているということですね。特によ

ろしいですか。

ありがとうございました。ただいまの点につきましては、特段の委員会からの助言事項はない

ということにさせていただきたいと思います。

（沖縄県から照会のあったサンゴ類の移植について）

委員長：

では、引き続きまして、資料３－９でございまして、沖縄県からの照会があった事項、サンゴ

移植についての事項に照会があったということで、事務局からご説明をいただきたいと思います。

事務局：

まず、１ページをご覧ください。那覇空港滑走路増設事業においては、ショウガサンゴ、トゲ

サンゴ、ニオウミドリイシ等について、過去のライン調査、スポット調査において確認された当

該サンゴ類を移植基準に関わらず、移植対象とするという措置を行っていると聞いております。

これについて、当局としましても、那覇空港滑走路増設事業における当該サンゴの移植の検討

状況及びその結果を踏まえて、本事業においても、当該サンゴ類の取扱いについて、同様の対応

を基本としたいと考えております。

なお、那覇空港滑走路増設事業の対応としまして、過去平成２２年度、２３年度のライン調査

・スポット調査において、確認されたところを対象としておりますが、私どもの本事業としては、

埋立施行区域及びその周辺における過去の１０年間のライン調査・スポット調査におきまして、

当該サンゴ類が確認された場所を対象として確認調査を行い、確認された場合は、移植基準に関

わらず移植対象とするということにしております。そういった意味では、私どもは１０年分の調
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査結果で出たところすべてということで広く調査対象を設定しているところです。

また、移植の際に、近傍でクサビライシ属などが確認された場合は、移植が容易であるという

ことから、移植基準に関わらず、那覇空港滑走路増設事業と同じように移植対象とするというこ

とにしているところです。

２ページをご覧ください。現在までの確認調査状況についてですが、まずは、辺野古側海域の

確認調査を実施したところでございました。辺野古側海域では、過去の調査、これは１０年分で

すが、過去１０年分の調査で、ショウガサンゴ属及びトゲサンゴ属が確認されております。その

確認された位置で、周辺の確認調査というものを平成２９年９月１８日に改めて実施したところ

です。その調査方法については、こちらの潜水士４名により、この２０ｍ×２０ｍの方形区とい

うものを設定しまして、その枠内について、潜水目視観察を行いました。

その結果、今般、これらのサンゴ類というのは確認されませんでした。

なお、大浦湾側の埋立施工区域及びその周辺の調査未実施区域については、引き続き、工事の

進捗に応じて、調査を進めてまいりたいと考えております。以上です。

委員長：

はい、ありがとうございました。

ただ今の資料３－９について、何かご意見ございますでしょうか。

委 員：

基本的にサンゴ等の移植については、既往の工事事例、那覇空港や様々な港湾、航路の事例以

上の対策をとっていただきたいと思いますので、この対応はよろしいかと思います。

今回は辺野古側ですけれども、辺野古側はもともとサンゴが多い場所ではありませんので、こ

れから大浦湾側のほうで丁寧に調査をしていただきたい。

それから、今回の海域とは外れるコメントになりますが、大浦湾側は、かなり深場もあります。

ほとんど泥底ではありますが、最近深場のサンゴ礁というのは、温暖化に対する避難地として着

目されていますので、できれば大浦湾側の深場についても、確か２０ｍ以浅に調査区域を限って

いたかと思うのですけれども、２０ｍ以深についても、ＲＯＶなどで確認した後、もし、そうい

ったサンゴあるいは特徴的な生物が見られた場合には、実際に、ダイバーが潜って調査をするよ

うなことを検討していただきたいと思います。

事務局：

２０ｍより深いところにつきましては、ＲＯＶの調査というのを基本として考えております。

委員からご指摘いただいたところも含めまして、色々な底質調査などもやっていますので、そう

いった状況も見つつ、ＲＯＶでの調査をした上で、補足的にどのようにやっていくかというとこ

ろは、ご指導いただきながら、検討してまいりたいと考えております。

委員長：

ほかに何かありますでしょうか。
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委 員：

確認調査の実施が９月１８日になっていますが、概要的な調査結果は出ているのですか。

事務局：

はい、調査した結果は、ここの２ページのちょっと薄い色で恐縮ですが、２ページの下に赤い

印が入っている、赤い四角のところが今回調査した箇所です。

この赤い四角というのが、過去１０年間の間のいずれかの時に見つかった場所で、その場所を

含めた２０ｍ×２０ｍの調査箇所を改めて今回調べました。その結果、今回は確認されなかった

という調査結果です。

委員長：

特にご意見ございませんでしょうか。

委員からは今回の沖縄県からの照会が那覇空港での対応があり、それをきっかけとしてこちら

の事業でも対応したいという事務局の方針でございましたけれども、委員からは、様々な工事の

事例で対応されている項目については、こちらの事業でもやるようにというご助言、ご確認をい

ただいたかなと思います

では、その辺を確認していただいたということで、この資料３－９についてのご指導であった

ということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

はい。ありがとうございました。そうしますと、一通り議事が終わりましたけれども、何か言

い落した、確認を忘れていたということがございましたら、ご助言をお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。

委 員：

資料３－１の３ページで、水中音について書いてありますが、表の真ん中に数値が出ています。

約２０４デシベルとか約１９７デシベルとか。

それで②の護岸の運搬船による音圧レベルのノイズコンターが表示してありますが、ここに書

かれているノイズコンターの数値と表の真ん中に書かれている数値というのは、どういう関係が

あるのですか。

事務局：

この数値というのは、２０４．６デシベルですとか、１９７．１デシベルは実際のその水中音

ですが、結局その音が拡散してまいりますので、離れていくとどんどん音が減衰していくという

ことで、一番その中心点の音が２０４．６デシベルなり１９７．１デシベルというところです。

具体的に言いますと、２０４．６デシベルというのは、予測対象時期とその作業内容というこ

とで、環境アセスの際に、工事の進捗に伴いまして、水中音が一番大きいのが３年次１２月目と

いうことで、その時２０４．６デシベルが発生するという評価でした。それに対して、今回海上

搬入を行う場合に、実際に想定される工事というのは、Ｋ－１護岸、Ｎ－５護岸という２カ所の

護岸工事と水中船舶の騒音というものですので、今回、運搬船を持ってきたとしても、このピー

ク時の音は達しないということを比較したものです。

以 上


